
寄 附 行 為 

学 校 法 人 清 泉 女 学 院 

（令和２年４月１日）



学校法人 清泉女学院 寄附行為 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 この法人は、学校法人清泉女学院と称する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、その事務所を神奈川県鎌倉市城廻字打越 200 番地 1 に置く。 

第２章  目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、キリスト教の精神に基づき、教育基本法及び学校教育法に従い、学校

教育を行い、有為な人材を育成することを目的とする。 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 

（１）清泉女学院大学 人間学部 心理コミュニケーション学科 

文化学科 

看護学部 看護学科 

（２）清泉女学院短期大学 幼児教育科 

国際コミュニケーション科 

（３）長野清泉女学院高等学校  全日制 普通科 

（４）長野清泉女学院中学校 

（５）清泉女学院高等学校 全日制 普通科 

（６）清泉女学院中学校 

（７）清泉小学校 

（８）清泉インターナショナル学園 

第３章 役員及び理事会 

（役員） 

第５条 この法人の役員の定数は、次のとおりとする。 

（１）理 事 １１人以上１５人以内 

（２）監 事 ２人 

２．理事のうち１人を理事長とし、宗教法人カトリック聖心侍女修道会代表役員及びカトリ

ック横浜司教区教区長が推薦する者について理事会において諮り、理事総数の過半数の

議決により選任する。 

３．理事長の職を解任するときは、理事総数の過半数の議決による。 
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４．理事長を除く理事のうち１人を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。

常務理事の職を解任するときも、同様とする。 

（理事の選任） 

第６条 理事は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）宗教法人カトリック聖心侍女修道会が推薦する者のうちから理事会において選任し

た者                             ２人又は３人

（２）この法人の設置する学校の学長及び校長の中から理事会において選任した者

４人又は５人 

（３）この法人の評議員の中から理事会において選任した者       ２人又は３人 

（４）この法人の設置する学校の教育に理解のある学識経験者の中から、理事会において選

任した者                           ３人又は４人 

２．前項第２号、第３号に規定する理事は、学長、校長、又は評議員の職を退いたときは、

理事の職を失うものとする。 

（監事の選任） 

第７条 監事は、この法人の理事、教職員（学長、校長、教員その他の職員も含む。以下同

じ。）、評議員又は役員の配偶者若しくは３親等以内の親族以外の者であって理事会にお

いて選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 

２．前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止するこ

とができる者を選任するものとする。 

（役員の任期） 

第８条 役員（第６条第１項第２号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ）の任期

は、３年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と

することができる。 

２．役員は、再任されることができる。 

３．役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務（理事長

又は常務理事にあっては、その職務を含む。）を行う。 

（役員の補充） 

第９条 理事又は監事のうち、その定数の５分の１をこえるものが欠けたときは、１月以内

に補充しなければならない。 

（役員の解任及び退任） 

第 10 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の４分の３以上出席し

た理事会において、理事総数の４分の３以上の議決及び評議員会の議決により、これを解

任することができる。 

（１）法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき 

（２）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 

（３）職務上の義務に著しく違反したとき 
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（４）役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 

２．役員は次の事由によって退任する。 

（１）任期の満了 

（２）辞任 

（３）死亡 

（４）私立学校法第 38 条第８項第１号又は第２号に掲げる事由に該当するに至ったとき 

（理事長の職務） 

第 11 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

（常務理事の職務） 

第 12 条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。 

（理事の代表権の制限） 

第 13 条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 

（理事長職務の代理等） 

第 14 条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会におい

て定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 

（監事の職務） 

第 15 条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

（１）この法人の業務を監査すること。 

（２）この法人の財産の状況を監査すること。 

（３）この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。 

（４）この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年

度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出

すること。

（５）第１号から第３号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理

事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実が

あることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会

に報告すること。  

（６）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招

集を請求すること。 

（７）この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出

席して意見を述べること。 

２．前項第６号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日

を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合

には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。 

３．監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する

行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法
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人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを

請求することができる。 

（理事会） 

第 16 条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。 

２．理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 

３．理事会は、理事長が招集する。 

４．理事長は、理事総数の３分の２以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の

招集を請求された場合には、その請求のあった日から７日以内に、これを招集しなければ

ならない。 

５．理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議す

べき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 

６．前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合

はこの限りでない。 

７．理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

８．理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で

理事会を招集することができる。 

９．前条第２項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出

席理事の互選によって定める。 

10．理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の３分の２以上

の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第 13 項の

規定による除斥のため３分の２に達しないときは、この限りでない。 

11．前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を

表示した者は、出席者とみなす。 

12．理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数

の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

13．理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること

ができない。 

（業務の決定の委任） 

第 17条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その

他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定

めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。 

（議事録） 

第 18条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、

議事録を作成しなければならない。 

２．議事録には、議長及び議長が指名した出席した理事２人以上が署名押印し、常にこれを

事務所に備えて置かなければならない。 
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３．利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しな

ければならない。 

（責任の免除） 

第 19条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責

任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事

情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法に

おいて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限

度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。 

（責任限定契約） 

第 20 条 理事（理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でな

いものに限る。）又は監事（以下この条において「非業務執行理事等」という。）が任務を

怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執

行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金５０万円以上であ

らかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業

務執行理事等と締結することができる。 

第４章 評議員会及び評議員 

（評議員会） 

第 21 条 この法人に、評議員会を置く。 

２．評議員会は２３人以上３１人以内の評議員をもって組織する。 

３．評議員の総数は常に理事総数の２倍をこえなければならない。 

４．評議員会は、理事長が招集する。 

５．理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議

員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招集し

なければならない。 

６．評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付

議すべき事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 

７．前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合

は、この限りでない。 

８．評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。 

９．評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすること

ができない。ただし、第 13 項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限

りではない。 

10．前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思

を表示した者は、出席者とみなす。 
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11．評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席し

た評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

12．議長は、評議員として議決に加わることができない。 

13. 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができな

い。

（議事録） 

第 22 条 第 18 条第１項及び第２項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この

場合において、同条第２項中「議長及び議長が指名した出席した理事２人以上」とあるの

は、「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員２人以上」と読み替えるもの

とする。 

（諮問事項） 

第 23 条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見

を聴かなければならない。 

（１）予算及び事業計画 

（２）事業に関する中期的な計画 

（３）借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財

産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分

（４）役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益

及び退職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準 

（５）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（６）寄附行為の変更 

（７）合併 

（８）目的たる事業の成功の不能による解散 

（９）寄附金品の募集に関する事項 

（10）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

（評議員会の意見具申等） 

第 24 条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況につ

いて、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴するこ

とができる。 

（評議員の選任） 

第 25 条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。  

（１）この法人の教職員の中から理事会において選任した者     ７人以上１１人以内 

（２）この法人の設置する学校を卒業した者で、年令２５年以上の者のうちから理事会にお

いて選任した者                          ５人又は６人 

（３）宗教法人カトリック聖心侍女修道会が推薦する者のうちから理事会において選任し

た者                            ５人以上７人以内
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（４）この法人に関係のある学識経験者のうちから理事会において選任した者 

 ６人又は７人 

２．前項第１号に規定する評議員は、この法人の教職員の地位を退いたときは評議員の職を

失うものとする。 

（任期） 

第 26条 評議員の任期は３年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、

前任者の残任期間とすることができる。 

２．評議員は、再任されることができる。 

３．評議員は、その任期満了の後でも、後任者が選定されるまでは、なお、その職務を行う。 

（評議員の解任及び退任） 

第 27 条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の３分の２以上の

議決及び理事総数の過半数の議決により、これを解任することができる。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 

（２）評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 

２．評議員は次の事由によって退任する。 

（１）任期の満了 

（２）辞任 

（３）死亡 

第５章 資産及び会計 

（資産） 

第 28 条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 

（資産の区分） 

第 29 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。 

２．基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金と

し、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。 

３．運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の

部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。 

４．寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運

用財産に編入する。 

（基本財産の処分の制限） 

第 30 条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむ

を得ない理由があるときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得て、その

一部に限り処分することができる。 

（積立金の保管） 

第 31 条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託
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銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保

管する。 

（経費の支弁） 

第 32 条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不

動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産

をもって支弁する。 

（会計） 

第 33 条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。 

（予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画） 

第 34 条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会

において理事総数の３分の２以上の議決がなければならない。これに重要な変更を加え

ようとするときも、同様とする。 

２．この法人の事業に関する中期的な計画は、５年以上 10 年以内において理事会で定める

期間ごとに、理事長が編成し、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得なけれ

ばならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

（予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄） 

第 35 条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を

しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決がなければならな

い。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）についても、

同様とする。 

（決算及び実績の報告） 

第 36 条 この法人の決算は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、監事の意見を求めるも

のとする。 

２．理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、そ

の意見を求めなければならない。 

（財産目録等の備付及び閲覧） 

第 37 条 この法人は、毎会計年度終了後２月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、

事業報告書及び役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をい

う。）を作成しなければならない。 

２ この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為

を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これ

を閲覧に供しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合に

は、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲

覧をさせることができる。 

（情報の公表） 
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第 38 条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの

利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 

（１）寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をした

とき寄附行為の内容 

（２）監査報告書を作成したとき当該監査報告書の内容 

（３）財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係る

記載の部分を除く。）を作成したときこれらの書類の内容 

（４）役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき当該報酬等の支給の基準 

（役員の報酬） 

第 39 条 役員に対して、別に定める役員報酬規程に従って算定した額を報酬等として支給

することができる。 

（資産総額の変更登記） 

第 40 条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後３月

以内に登記しなければならない。 

（会計年度） 

第 41条 この法人の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

第６章 解散及び合併 

（解散） 

第 42 条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。 

（１）私立学校法第 50 条第 1 項第 1 号の規定による解散。この場合には、評議員会の意見

を聞いた上で、理事会において理事総数の３分の２以上の議決がなければならない。 

（２）この法人の目的たる事業の成功の不能。この場合には、評議員会の意見を聞いた上で、

理事会において理事総数の３分の２以上の議決がなければならない。 

（３）合併 

（４）破産 

（５）文部科学大臣の解散命令 

２．前項第１号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第２号に掲

げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。 

（残余財産の帰属者） 

第 43 条 この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合を除く。）におけ

る残余財産は、カトリック精神に基づいて教育の事業を行う学校法人又は公益社団法人

若しくは公益財団法人のうちから、解散のときにおける理事会において理事総数の３分

の２以上の議決によって選定されたものに帰属する。 

（合併） 

第 44 条 この法人が合併しようとするときは、評議員会の意見を聞いた上で、理事会にお
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ける理事総数の３分の２以上の議決がなければならない。 

２．合併は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

第７章 寄附行為の変更 

（寄附行為の変更） 

第 45 条 この寄附行為を変更しようとするときは、評議員会の意見を聞いた上で、理事会

における理事総数の３分の２以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければな

らない。 

２．私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会に

おいて出席した理事の３分の２以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければなら

ない。 

第８章 補 則 

（書類及び帳簿の備付） 

第 46 条 この法人は、第 37 条第２項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、

常に各事務所に備えて置かなければならない。 

（１）役員及び評議員の履歴書 

（２）収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類 

（３）その他必要な書類及び帳簿 

（公告の方法） 

第 47 条 この法人の公告は、清泉女学院の掲示板に掲示して行う。 

（施行細則） 

第 48条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校

の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 
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附 則 

１．この法人の組織変更当初の役員は、次の通りとする。 

理事長  エルネスティナ・ラマリヨ 

理 事 クララ・クラウフォード

理 事 竹 内 潔 

理 事 カルメン・ウスタラ・バサべ

理 事 アンヘラ・サントス

理 事 藤 森 さ と 

理 事 コンセプシォン・プジウラ

理 事 大 木 吉 章 

１．(２)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行する。（幼稚園設置、昭

和 26 年 6 月 20 日認可） 

１．(３)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行する。（鎌倉清泉女学院

小学校設置、昭和 28 年 12 月 5 日変更認可） 

１．(４)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行する。（理事及び評議員

の資格変更、昭和 33 年 3 月 1 日変更認可） 

１．(５)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施し、昭和 34 年 4 月 1 日

から適用する。（長野清泉女学院中学校廃止、昭和 34 年 10 月 9 日変更認可） 

１．(６)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行する。（鎌倉清泉女学院

中学校設置、昭和 35 年 1 月 13 日変更認可） 

１．(７)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行する。（インターナショ

ナル学園設置、昭和 36 年 6 月 16 日変更認可）

１．(８)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行する。（事務所の移転、

昭和 37 年 4 月 14 日変更認可） 

１．(９)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行する。（理事及び評議員

定数、学校種別附記、昭和 37 年 9 月 7 日変更認可） 

１．(10)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行し、昭和 38 年 4 月 1

日から適用する。（学校移転及び校名変更、理事、評議員資格変更、昭和 38 年 12 月

14 日変更認可） 

１．(11)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行し、昭和 39 年 4 月 1

日から適用する。（幼稚園の廃止、昭和 39 年 6 月 3 日変更認可） 
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１．(12)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行し、昭和 41 年 4 月 1

日から適用する。（長野清泉女学院幼稚園教員養成所設置、昭和 41 年 2 月 10 日変更

認可） 

１．(13)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行し、昭和 43 年 4 月 1

日から適用する。（校名変更専門学校、昭和 43 年 11 月 1 日変更認可） 

１．(14)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行し、昭和 44 年 4 月 1

日から適用する。（保育女子専門学校、小学校校名変更、理事、評議員定数資格変更、

昭和 44 年 3 月 26 日変更認可） 

１．(15)この寄附行為の改正は、神奈川県知事の認可の日から施行し、昭和 48 年 4 月 1 日

より適用する。（事務所の移転、清泉女子大学の廃止、昭和 48 年 3 月 28 日変更認

可） 

１．(16)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可を受けた日から施行し、昭和 56 年 4 月 1

日より適用する。（清泉女学院短期大学設置、理事定数訂正、理事選任の改正、解散

の認可、効力、合併手続、寄附行為の変更。昭和 56 年 1 月 16 日変更認可） 

清泉保育女子専門学校については、昭和 55 年度より学生募集を停止し、昭和 57 年

3 月の卒業をもって廃校とする。 

１．(17)この寄附行為の改正は、文部大臣の認可の日から施行する。（昭和 57 年 3 月 31 日

付清泉保育女子専門学校の廃校、理事選任規定の改正、昭和 57 年 8 月 20 日変更認

可） 

１．(18)この寄附行為は、文部大臣の認可を受けた日から施行し、平成 4 年 4 月 1 日より適

用する。（清泉女学院短期大学国際文化科設置。平成 3 年 12 月 20 日変更認可） 

１．(19)この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成 7 年 4 月 12 日）から施行する。（寄附

行為整備による改定、平成 7 年 4 月 12 日変更認可） 

１．(20)この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 14 年 12 月 19 日）から施行する。

（清泉女学院大学設置及び目的、役員、積立金保管の改正） 

１．(21) ①平成 14 年 10 月 3 日文部科学大臣認可のこの寄附行為の改正は、平成 15 年 4 月

1 日より施行する。 

②清泉女学院短期大学の国際文化科は改正後の寄附行為第４条の規定にかかわらず

平成 15 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間存続するも

のとする。 

（清泉女学院短期大学国際文化科の学科名称変更） 
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１．(22)平成 17 年 3 月 31 日文部科学大臣認可のこの寄附行為の改正は、平成 17 年 4 月 1

日より施行する。 

（私立学校法の改正等による寄附行為の変更） 

１．(23)この寄附行為の改正は、平成 17 年 4 月 1 日より施行する。 

（清泉女学院短期大学英語科の廃止） 

１．(24)この寄附行為の改正は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

（清泉女学院大学人間学部文化心理学科の学科名称変更） 

（清泉女学院大学人間学部文化心理学科の存続に関する経過措置） 

清泉女学院大学人間学部文化心理学科は、改正後の寄附行為第４条の規定にかかわ

らず平成 20 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまで

の間、存続するものとする。 

１．(25)平成 20 年 10 月 28 日文部科学大臣認可のこの寄附行為の改正は、平成 21 年 4 月

1 日より施行する。 

（長野清泉女学院中学校設置） 

１．(26)この寄附行為の改正は、文部科学大臣の認可の日（平成 27 年 6 月 17 日）より施行

する。 

（理事長、理事、評議員選任規定の改正） 

１．(27) 平成 28 年 8 月 29 日文部科学大臣認可のこの寄附行為の改正は、平成 29 年 4 月

1 日より施行する。 

（理事及び評議員の定数変更） 

１．(28)この寄附行為の改正は、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。 

（清泉女学院大学人間学部文化学科設置） 

１．(29) 平成 30 年 11 月 6 日文部科学大臣認可のこの寄附行為の改正は、平成 31 年 4 月

1 日より施行する。 

（清泉女学院大学看護学部設置） 

１．(30) 令和 2 年 2 月 28 日文部科学大臣認可のこの寄附行為の改正は、令和 2 年 4 月 1

日より施行する。 

（私立学校法の改正等による寄附行為の変更） 
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新 旧 の 比 較 対 照 表 

新 旧 

第２章 目的及び事業 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条に規定する目的を達成するた

め、次に掲げる学校を設置する。 

（１）清泉女学院大学 人間学部 心理ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

文化学科 

看護学部 看護学科 

大学院  看護学研究科 

（２）清泉女学院短期大学  幼児教育科 

国際コミュニケ―ション科 

（３）長野清泉女学院高等学校  全日制 普通科 

（４）長野清泉女学院中学校  

（５）清泉女学院高等学校    全日制 普通科 

（６）清泉女学院中学校 

（７）清泉小学校 

（８）清泉インターナショナル学園 

附     則 

１．(31) 令和 年 月 日文部科学大臣認可のこの寄

附行為の改正は、令和3年4月1日より施行する。 

  （大学院看護学研究科設置） 

第２章 目的及び事業 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条に規定する目的を達成するた

め、次に掲げる学校を設置する。 

（１）清泉女学院大学 人間学部 心理ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

文化学科 

看護学部 看護学科 

（新設） 

（２）清泉女学院短期大学       幼児教育科 

国際コミュニケ―ション科 

（３）長野清泉女学院高等学校  全日制 普通科 

（４）長野清泉女学院中学校  

（５）清泉女学院高等学校    全日制 普通科 

（６）清泉女学院中学校 

（７）清泉小学校 

（８）清泉インターナショナル学園 
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様式第４号その１（第１１条関係）

千円

千円

千円

千円

既
設
校
か
ら

の
転
共
用

施
設

101,316

基　　　準　　　外

基　　　準　　　内

設
備

図　　　　　　　書 937

教具・校具・備品

4,735 千円 801

千円 8013,665

千円千円

10,312

校 具 ― 3,665 千円

6,337 千円

5,267 千円

801

5,267801

― ― ―

千円 801 千円

1,070 千円

千円

設

備

図 書 ― 1,070 千円 ―

備 品

801 千円

教 具

― 千円

（ う ち 造 成 費 ）

施

設

基 準 内 ― ― ― ― ―

― 千円

令和4

―

―

千円

借用【契約期間：49年11ヶ月　2018年5月1日～2068年3月31日】

年度

千円

―
設
置
経
費

校 地 ― 千円 ― 千円

小 計 ―

基 準 外 ―

経費の見積り及び資金計画を記載した書類

設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類

年 度
令和元 年度 開設年度の前年度 開設年度 合　　　　　計

区 分

―

新 設 校 の 開 設 年 度 の 経 常 経 費

合 計 ―
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様式第４号その４（第１１条関係）

６，３３７千円

設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類

区　 　分 財　源　充　当　額 財　源　の　調　達　方　法

令和元年度までに学納金等事業活動収入から積立てられた現金預金
5,893,920千円のうち6,337千円を財源に充当する。
※なお、別途令和元年度開設の看護学部看護学科に支払残額9,398千円があ
る。

現金預金

合　 　計 ６，３３７千円
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様式第６号その２（第１１条関係）

年　度　

　科　目

一　基本財産

二　運用財産

三　負債額

　１　固定負債

　２　流動負債

四　基本財産＋運用財産

五　純資産（四－三）

30,242,260千円

28,316,589千円

財　産　目　録　総　括　表

28,636,284千円 28,316,589千円

29,939,564千円

1,043,125千円 1,085,160千円1,085,160千円

1,622,975千円

537,814千円

1,605,977千円

562,852千円

14,730,811千円14,854,566千円 14,730,811千円

申請時

（令和2年3月31日）

15,387,695千円 15,208,753千円

平成30年度末

（開設年度から３年前の年度）

令和元年度末

（開設年度の前々年度）

15,208,753千円

1,622,975千円

537,814千円

29,939,564千円
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（単位　円）

科目 本年度末 前年度末 増　　減

固定資産 23,843,259,065 23,777,712,249 65,546,816

　有形固定資産 15,208,752,732 15,387,694,593 △ 178,941,861

　特定資産 8,543,089,132 8,298,790,073 244,299,059

　その他の固定資産 91,417,201 91,227,583 189,618

流動資産 6,096,304,841 6,464,548,223 △ 368,243,382

資産の部合計 29,939,563,906 30,242,260,472 △ 302,696,566

負債の部

科目 本年度末 前年度末 増　　減

固定負債 537,814,173 562,851,733 △ 25,037,560

流動負債 1,085,160,408 1,043,124,852 42,035,556

負債の部合計 1,622,974,581 1,605,976,585 16,997,996

純資産の部

科目 本年度末 前年度末 増　　減

基本金 25,410,307,635 25,187,764,869 222,542,766

　　第１号基本金 23,584,309,519 23,445,724,502 138,585,017

　　第２号基本金 1,015,433,767 933,433,767 82,000,000

　　第３号基本金 480,564,349 478,606,600 1,957,749

　　第４号基本金 330,000,000 330,000,000 0

繰越収支差額 2,906,281,690 3,448,519,018 △ 542,237,328

純資産の部合計 28,316,589,325 28,636,283,887 △ 319,694,562

負債及び純資産の部合計 29,939,563,906 30,242,260,472 △ 302,696,566

貸 借 対 照 表

令和２年　３月３１日

資産の部
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様式第７号その１（第１１条関係）

〇　施設又は設備の整備計画

年　度 備　　　考

清泉女学院大学及び
清泉女学院短期大学共用

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

清泉女学院大学看護学部

清泉女学院大学及び
清泉女学院短期大学共用

清泉女学院大学看護学部大学院

清泉女学院大学看護学部大学院

長野清泉女学院中学・高等学校

同  上

同  上

清泉女学院中学高等学校

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

図書の購入 479冊 年度内

教務機器類の購入 教務用サーバー2台更新 年度内

２００冊

校舎改修工事(第３期) 校舎中庭側・ラファエラ館他外壁補修工事 年度内

2020年8月

空調設備更新工事 ﾊﾟｳﾛ館2階情報処理室ｴｱｺﾝ取替工事 2020年8月

緊急非常放送設備整備 御聖心館緊急放送設備設置工事 年度内

教具・校具・設備の購入 22点 年度内

ICT教育設備整備 PC購入（心理実験室用2台＆図書館1台） 年度内

教具購入 個人練習室用ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾋﾟｱﾉ入替 2020年4月購入予定

事　業　計　画　及　び　こ　れ　に　伴　う　予　算　書

事　　　業　　　計　　　画

事　　　項 事 業 規 模 等 実　施　時　期

ICT教育設備更改 ﾌｧｲﾙｻ－ﾊﾞｰ＆ｺｱｽｲｯﾁ更改 2020年8月

視聴覚機器整備
ｿﾌｨｱ館ｾﾞﾐ室（4室）及び美術室用
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ整備

年度内

校舎の大規模改修
聖心館　RC6階建　3,531.65㎡
外壁塗装、照明LED化、トイレ
洋便器化等

2020年8月頃着工
及び完成予定

ICT教育設備整備 情報教室PC50台更新等
2020年8月頃着工

及び完成予定

視聴覚機器整備 ﾌﾗﾝｼｽｺ館301教室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ更新 2020年4月設置予定

照明LED化工事
ｿﾌｨｱ館1階ﾛﾋﾞｰ照明LED化
ﾌﾗﾝｼｽｺ館1階及び
2階講義室照明LED化

大学院設置に係る図書の購入 ３５１冊 年度内

大学院設置に係るICT教育設備整備 PC10台購入及び周辺ﾈｯﾄﾜｰｸ整備 年度内

図書の購入 1,270冊 年度内

同  上

理科教育設備整備 理科備品類（顕微鏡等）更新 年度内 同  上

教務支援システム整備 教務支援システムの整備 年度内

教具・校具・設備の購入 　　6点 年度内

図書の購入

中庭改修工事 中庭のリノベーション（コミュニケーションｽﾍﾟｰｽ設置）工事 年度内

テニスコート改修工事 テニスコート床面改修工事 年度内

年度内

開設年度
の前年度
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年　度 備　　　考

清泉小学校

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

清泉インターナショナル学園

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

清泉女学院大学及び
清泉女学院短期大学共用

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

清泉女学院大学看護学部大学院

長野清泉女学院中学・高等学校

清泉女学院中学高等学校

同　　　上

同　　　上

視聴覚機器整備
ﾌﾗﾝｼｽｺ館講義室（4室）及び美
術室

年度内

ICT教育設備整備 iPAD更改（20台） 年度内

統計処理ｿﾌﾄ更新（6ｾｯﾄ） 年度内

年度内

設備の購入 学生用ロッカー更新 2022年3月

大学院設置に係るICT教育設備整備 PC3台購入 年度内

空調設備更新工事 研究室棟ｴｱｺﾝ更新工事 年度内

設備改修工事 ﾌﾗﾝｼｽｺ館2階・3階ﾄｲﾚ洋式化 年度内

ICT教育設備整備 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器更新（L2 ｽｲｯﾁ&AP）更改 2021年8月

計

ICT教育設備整備

設備の改修工事 電気設備（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ） 年度内

教具購入
音楽堂ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ＆個人練習室用
ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾋﾟｱﾉ入替

照明LED化工事 ﾗﾌｧｴﾗ館２教室及び美術室 年度内

校舎の改修工事

教具・校具・設備の購入 ５点 年度内

図書の購入 ２００冊 年度内

校舎改修工事（第４期） 西棟・北棟・講堂棟外壁改修工事 年度内

ラファエラ広場車庫新設 木造200㎡ 年度内

スクールマスタープラン作成 校舎、講堂を含めた全敷地での計画 年度内

校舎内装改修工事 校舎3階 年度内

体育館屋根防水工事 体育館屋上 年度内

体育館南側壁面修繕 校舎 年度内

受変電設備更新 受変電設備工事 年度内

衛生器具更新 校舎３階 年度内

ﾗﾌｧｴﾗ館講義室壁塗装 年度内

図書購入 １,２００冊 年度内

図書の購入 517冊 年度内

2020年7～8月

本校舎屋上防水工事 屋上総面積596㎡ 2020年7～8月

インターネット環境整備 高速回線敷設等

鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根／総床
面積612㎡（サイエンスラボ2部屋含む） 2020年7～8月

高校棟外装改修工事 上記部分の外壁、バルコニー、サッシュ

開設年度

開設年度
の前年度

事　　　項 事 業 規 模 等 実　施　時　期

2020年度内

電話交換機更新 全館内線電話網再構築 2020年度内

高校棟教室内装改修及び空
調設備更新工事
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年　度 備　　　考

清泉小学校

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

同　　　上

清泉インターナショナル学園

同　　　上

清泉女学院大学及び
清泉女学院短期大学共用

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

清泉女学院大学看護学部

清泉女学院大学看護学部大学院

長野清泉女学院中学・高等学校

清泉女学院中学高等学校

同　　　上

清泉インターナショナル学園

設備の購入 学生用ロッカー更新 2023年3月

視聴覚機器整備
ﾌﾗﾝｼｽｺ館講義室（2室）及び
ﾊﾟｳﾛ館講義室（2室）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ更新

中学棟内装改修工事

泉会館新築 木造二階建　延べ500㎡ 年度内

衛生器具更新 校舎1階、2階 年度内

校舎内装改修工事

ﾊﾟｳﾛ館情報処理自習室PC更新(18台） 2022年8月

ｶﾌｪﾃﾘｱｴｱｺﾝ更新工事

理科棟外部修繕 理科棟 年度内

校舎の改修工事

PC3台購入

計

照明LED化工事 ﾗﾌｧｴﾗ館４教室及び栄養実習室 年度内

年度内

消防設備機器整備 体育館天井裏火災報知器整備 年度内

ICT教育設備整備

ﾌﾗﾝｼｽｺ館1階・2階講義室床張替工事 年度内

図書購入 １,２００冊 年度内

教具購入 個人練習室用ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾋﾟｱﾉ入替 2022年4月購入予定

10点 年度内

空調設備更新工事 年度内

設備のメンテナンス工事 ボﾞｲﾗｰ3機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ

大学院設置に係るICT教育設備整備

年度内

教具購入設置 ｸﾞﾗﾝﾄﾞへの鉄棒設置 年度内

計

完成年度

設備改修工事 ｿﾌｨｱ館・ﾌﾗﾝｼｽｺ館男子ﾄｲﾚ改修 年度内

教具・校具・設備の購入

教具・校具・設備の購入 　　５点 年度内

図書の購入 ２００冊 年度内

図書の購入 558冊 年度内

年度内

校舎１階、2階 年度内

校舎外壁修繕 校舎 年度内

鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根／総床
面積921㎡

2021年7～8月

中学棟空調設備更新工事
上記部分の各教室及びカフェテリア（床
面積507㎡）を含む

2021年7～8月

中学棟外装改修工事 上記部分の外壁、バルコニー、サッシュ 2022年7～8月

開設年度

事　　　項 事 業 規 模 等 実　施　時　期

校庭トップコート更新 校庭3,300㎡ 年度内
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様式第１０号その１（第１２条関係）　

（収入の部） 　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 完　成　年　度

科　　目 新設大学院 新設大学院
8,050 14,350

0 0
0 0
0 0
0 0
0 500
5 5
0 0
0 0

1,750 1,750
0 0

資金収入調整勘定 0 △ 1,750
0 △ 32,760

9,805 △ 17,905

　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 完　成　年　度

科　　目 新設大学院 新設大学院
38,071 32,000
2,967 5,064

878 1,532
0 0
0 0
0 0

120 45
0 0
4 240
0 0

△ 236 △ 240
△ 32,760 △ 57,186

9,044 △ 18,545

その他の支出
〔　予備費　〕
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金

支出の部合計

人件費支出
教育研究経費支出

その他の収入

前年度繰越支払資金
収入の部合計

資産運用支出

(支出の部）

管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出

付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入
前受金収入

学生生徒納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産売却収入

資　金　収　支　予　算　決　算　総　括　表
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様式第１０号その２（第１２条関係）

（単位　千円）
開　設　年　度 完成年度
新設大学院 新設大学院

学生生徒等納付金 8,050 14,350
手数料 0 0
寄付金 0 0
経常費等補助金 0 0
付随事業収入 0 500
雑収入 0 0
教育活動収入　計 8,050 14,850
人件費 38,071 32,000
教育研究経費 5,657 9,561
管理経費 945 1,638
徴収不能額等 0 0
教育活動支出　計 44,673 43,199

△ 36,623 △ 28,349
受取利息・配当金 5 5
その他の教育活動外収入 0 0
教育活動外収入　計 5 5
借入金等利息 0 0
その他の教育活動外支出 0 0
教育活動外支出　計 0 0

5 5
△ 36,618 △ 28,344

資産売却差額 0 0
その他の特別収入 0 0
特別収入　計 0 0
資産処分差額 0 0
その他の特別支出 0 0
特別支出　計 0 0

0 0
0 0

△ 36,618 △ 28,344
0

△ 36,618 △ 28,344
0 △ 37,379
0 0

△ 36,618 △ 65,723

（参考）
事業活動収入　計 8,055 14,855
事業活動支出　計 44,673 43,199

支
出

翌年度繰越収支差額

経常収支差額

特
別
収
支

収
入

支
出

特別収支差額
〔　予備費　〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額

教育活動外収支差額

教
育
活
動
外
収
支

収
入

事　業　活　動　収　支　予　算　決　算　総　括　表

年　　度　
　科　　目

教
育
活
動
収
支

収

入

支

出

教育活動収支差額
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